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「霊感商法・悪質商法による消費者被害防止セミナー」を開催します 

 

消費者を取り巻く環境が急速に変化している昨今、「旧統一教会」問題等のいわゆる霊感商

法（開運商法）への対応の強化を求める社会的な要請が高まっています。 

このことから、県では、霊感商法を含めた悪質商法による被害の未然防止、早期発見・早期

救済を図るため、霊感商法等の悪質商法の被害に遭わないための心構えや、被害に遭ってしま

った場合の対処方法などを学べる講演会を開催します。 

 
  

記 
 

１ 日  時   令和５年３月１１日（土） １３：３０～１５：００（開場１３：００） 

２ 場  所   岐阜県図書館 １階 多目的ホール（岐阜市宇佐４丁目２－１） 

         ※事前申込者を対象にオンラインによるライブ配信も実施します。 

３ 実施内容   第１部：啓発寸劇「霊感商法トラブル 身近にある危険！」 

             （寸劇グループ「消費生活ＳＯＳ」） 

         第２部：講演会「悪質商法の手口と撃退方法」 

             ～消費者被害に遭わないために、もし遭ってしまったら～ 

             （弁護士 紀藤
き と う

 正樹
ま さ き

 氏） 

４ 対  象   県内在住・在勤・在学の方 

５ 定  員   会場参加１５０名 オンライン参加１００名 

         （事前申込必要。申込多数の場合は抽選） 

６ 参 加 費      無料 

７ 申込方法   往復はがき又は専用フォーム 

         ・締切：令和５年３月１日（水）必着 

         ・詳細は別添チラシをご覧ください。 

８ 問 合 せ   消費者被害防止セミナー事務局（（株）中広 イベントセミナー部 内） 

         電話 ０５８－２４７－２２６０ 

         メール gifujo@chuco.co.jp 

９ そ の 他   来場の際はマスクの着用をお願いします。 

         入退場時に手指の消毒をお願いいたします。 
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